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令和７年度ストレスチェック業務委託業者選定実施要領

１ 業務概要

(1) 業務名 令和７年度ストレスチェック業務

(2) 業務の目的

本業務は、平成 27年 12月１日施行改正労働安全衛生法に基づき、メンタルヘルス不調の未
然防止の段階である一次予防を強化するため、定期的に職員等のストレスの状況について検査

を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個々の職員

のストレス対処を推進するとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるスト

レス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよ

う努める。さらにその中で、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげ

ることで、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として実施するものである。

(3) 業務内容

令和７年度ストレスチェック業務委託については、宮崎市総務部人事課及び宮崎市上下水道

局管理部総務課合同で実施する。

詳細は別紙「令和７年度ストレスチェック業務委託仕様書」のとおりとする。

(4) 業務期間

契約締結の日から令和８年３月３１日まで

(5) 提案限度単価

８００円×１．１＝８８０円（消費税を含む。）

※職員１人当たりの単価

※ストレスチェック（集団分析、研修等を含む）についての単価契約

２ 実施形式 公募型プロポーザル

３ 参加資格

(1) 労働安全衛生規則第５２条の１０第１項を満たしていること。

(2) 宮崎市の競争入札参加資格者であること又はそれと同等と認められること及び入札参加停止

期間でないこと。

(3) 次の①又は②に該当すること。ただし、提案者多数のときは、プロポーザル参加について、

①②の両方に該当するものを優先する場合がある。

①平成 20年６月 19日付厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長名「メンタルヘルス対策
における事業場外資源との連携の促進について」（基安労発第 06919001号）に基づき、独立行政
法人労働者健康安全機構にメンタルヘルス登録相談機関として登録されていること。

②過去２年以内に、国、地方公共団体からの委託を受けて、対象者おおむね３，０００人以上の

同種の業務を実施した実績が相当程度あること。

(4) 宮崎市内で行う打ち合わせや会議（労働安全衛生委員会等）、研修に出席できること（市、上

下水道局あわせて年４回程度。別途、研修は２日程度。）

(5) 宮崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員、同

条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(6) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。



2

４ 質問の受付

(1) 本実施要領及び仕様書に関し不明な点がある場合は、質問書（様式１）を提出すること。

① 提出期限 令和７年４月２３日（水）１７：００まで

② 提出方法 質問書を本要領に記載している電子メールのアドレス宛てに提出すること。

メール件名（題名）には「宮崎市ストレスチェック」を入れること。

(2) 質問に対する回答は、質問内容を含めて本市のホームページにて随時公表する。公表は、質問

者名を伏せた上で、令和７年４月３０日（水）までに行う。

５ プロポーザル参加の連絡

できるだけ、令和７年５月１３日（火）までに、電子メールで、プロポーザル参加の連絡を行う

こと。（企画提案書の発送連絡、担当者名、連絡先など。）

メールアドレス：eikan@city.miyazaki.miyazaki.jp
メール件名（題名）には「宮崎市ストレスチェック」を入れること。

６ 企画提案内容

(1) 提出期限 令和７年５月１４日（水）１２：００（必着）

※ただし、５で参加連絡のあった事業者は、同日１７：００（必着）とする。

(2) 提出書類

No. 提出書類 部数 留意事項
提出

媒体

1 企画提案申込書（様式２） ２部

紙

2
ストレスチェック

企画提案書（様式３）
８部

・ストレスチェックの実施方法、内容、特徴

及びセールスポイント等が詳しく分かるも

の。

3 会社概要書（任意様式） ８部
・貴社の事業概要、本業務のための実施体制

が分かるもの。

4 業務実績一覧表（様式４） ８部

・過去３年間に受託した同種の業務につい

て、受託業者及び受託業務概要に関するも

の。

5 見積書（様式５） ２部

・本業務は単価契約になりますので、以下の

予定数量に基づきお見積ください。なお、集

団分析、報告にかかる経費、封筒の実費、研

修実施にかかる経費等を含みます。

（参考）

予定数量（宮崎市＋宮崎市上下水道局）

・ストレスチェック ４，０５０件

・集団分析 １８０件

・セルフケア研修

・職場環境改善研修
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※選定委員会による審査は、会社名を伏せたうえで実施するため「No.２～No.４」には会社名が記
載されていない状態のものを提出すること。

※２部については「No.１～５」の順に重ね、クリップでまとめ提出すること。
※残り６部（No.２～４のみ）については、「No.２～４」を１部ずつ重ねたうえで、クリップでま
とめて提出すること。

※各書類の体裁は、なるべくＡ４サイズに統一すること。

(3) 提出方法 持込み又は郵送（宅配便を含む）。

７ 受託候補者選定手続き

(1) 審査委員会

宮崎市職員により構成された審査委員会を設置し審査する。

(2) 選定方法

企画提案書等の内容をもとに書類審査を実施し、１者を選定する。

提案内容に関するプレゼンテーションは実施しない。

(3) 評価基準

以下の項目について評価・審査する。

① 業務実績評価

過去に同種の業務について十分な実績はあるか。

② 実施体制評価

本事業の実施に当たり、信頼できる体制が確保されているか。

③ 企画内容評価

本事業の趣旨を理解し、法律及び仕様書の内容を反映した有益な内容となっているか。

セルフケア及び職場環境改善のために，工夫が凝らされ活用しやすい内容となっているか。

④ 価格評価

業務内容に照らした金額設定は適切か。

８ 選定結果の通知

全ての提案者に対して、文書にて選定結果の通知を行う。

９ 提案者の失格

次のいずれかに該当する場合には、提案者を失格とする。

(1) 提出書類に虚偽の記載がある場合

(2) 提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合

(3) その他選考者が社会通念に照らし失格に当たる事由を認める場合

１０ 日程

令和７年４月１６日（水）プロポーザルの告示、実施要領の公表

令和７年４月２３日（水）質問書提出期限

令和７年４月３０日（水）質問に対する宮崎市の回答期限

令和７年５月１４日（水）企画提案書等の提出期限

令和７年５月２８日（水）受託候補者選定（事業者決定） ※選定後速やかに結果通知
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１１ 契約

(1) 契約候補者との契約に当たっては、仕様等について改めて協議の上、契約内容を確定し、改め

て提出された見積書により契約額を確定する。

【なお、契約に際しては、宮崎市長及び宮崎市上下水道事業管理者各々との契約になるため、見

積書の提出については、宮崎市総務部人事課及び宮崎市上下水道局管理部総務課各々に提出する

こと。】

(2) 契約保証金等、契約に当たっては宮崎市財務規則に基づくものとする。

１２ その他

(1) このプロポーザル選考に参加する費用は、全て提案者の負担とする。

(2) 企画提案書は１者１案とする。

(3) 提出された書類等は、返却しない。

(4) 提出期限以降における提出書類の差し替え、再提出及び内容変更は認めない。

(5) 公正な選定が確保できないと思慮される場合は、本選定を中止することがある。

(6) この要領に定めるほか、必要な事項は市長又は上下水道事業管理者が別に定める。

(7) 連絡先及び提出先

所在地 ：〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目１番１号

宮崎市総務部人事課衛生管理室（担当：時吉・芝）
ときよし しば

電話番号 ：０９８５－４４－２９３４

ファクス ：０９８５－２８－１５５６

電子メール：eikan@city.miyazaki.miyazaki.jp
メール件名（題名）には「宮崎市ストレスチェック」を入れること。


